
（予定措置内容） ［別記第１号様式］

甚大な違反行為　  軽微な違反行為　

意見等

函館市企業局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理フロー
H23.4.1

水道事業者 指定給水装置工事事業者

違反行為疑い箇所発見

調査・事情聴取 事情聴取

主管課長へ報告・協議

違反行為に該当するもの 違反行為に満たないが、注
意の必要があるもの

口頭注意 口頭注意

違反行為是正指導 違反行為是正対応

てん末書提出指示
軽微な違反行為

てん末書作成

違反行為報告書の作成

（てん末書添付）

主管部長へ報告・協議 文書警告 文書警告

管理者へ報告・協議

水道技術 審査委員会

管理者 （予定される処分内容の審査）

意見等

管理者 （予定される処分内容の審査）

指定の効力の停止に該当す
るもの

函館市企業局聴聞手続規程
による 指定の取消しに該当するもの

弁明の機会の付与
通知書作成

弁明書作成

［別記第２号様式］ ［別記第３号様式］

弁明書受理

聴聞通知書作成・通知 聴聞通知

聴　　聞

聴聞調書・聴聞報告書

水道技術 審査委員会

［別記第４号様式］ 指定の効力の停止

公　　示

管理者 （処分内容の審査）

処分決定（管理者）

処分通知

処分通知書作成 指定の取消しまたは


